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地方への移住や地方との交流に
興味を持っている都市住民、団体

＜移住・交流情報ガーデン＞
ワンストップ支援窓口

相談

※国の各府省とも連携
・厚生労働省（仕事情報）
・農林水産省（就農支援情報） 等

「移住・交流情報ガーデン」の開設について

※自治体等が実施する短期のＰＲイベントの場としても活用可

○ 居住・就労・生活支援等に係る情報提供や相談についてワンストップで対応する窓口「移住・交流
情報ガーデン」を開設。

○ 地方自治体や関係省庁とも連携し、「全国移住ナビ」を活用して総合的な情報提供を実施。

（ガーデン館内） （3/28開催 移住フェアの模様）

[所在地] 東京都中央区京橋1‐1‐6 越前屋ビル
［アクセス］ＪＲ／東京駅（八重洲中央口）より徒歩４分

地下鉄／東京メトロ銀座線 京橋駅より徒歩５分
東京メトロ銀座線・東西線 都営浅草線 日本橋駅より徒歩５分 1



全国移住ナビ（ラウンドホームページのイメージ）について
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3



○制度概要：都市地域から過疎地域等の条件不利地域に住⺠票を移動し、⽣活の拠点を移した者を、地⽅公共団
体が「地域おこし協⼒隊員」として委嘱。隊員は、⼀定期間、地域に居住して、地域ブランドや地場産品の開発・販売・
ＰＲ等の地域おこしの⽀援や、農林⽔産業への従事、住⺠の⽣活⽀援などの「地域協⼒活動」を⾏いながら、その
地域への定住・定着を図る取組。
○実施主体：地⽅公共団体
○活動期間：概ね１年以上３年以下
○総務省の⽀援：概ね次に掲げる経費について、特別交付税により財政⽀援
①地域おこし協⼒隊員の募集等に要する経費：１団体あたり200万円上限
②地域おこし協⼒隊員の活動に要する経費：隊員１⼈あたり400万円上限
(報償費等200万円、その他の経費(活動旅費、作業道具等の消耗品費、関係者間の調整などに要する事務的な経費、定住に向けた研修等の経費など）200万円)
③地域おこし協⼒隊員等の起業に要する経費：最終年次⼜は任期終了翌年の起業する者１⼈あたり100万円上限

地域おこし協⼒隊導⼊の効果
〜地域おこし協⼒隊・地域・地⽅公共団体の「三⽅よし」の取組〜

地域おこし協⼒隊

地 域 地⽅公共団体

○⾃⾝の才能・能⼒を
活かした活動

○理想とする暮らしや
⽣き甲斐発⾒

○斬新な視点
（ヨソモノ・ワカモノ）
○協⼒隊員の熱意と⾏動⼒が
地域に⼤きな刺激を与える

○⾏政ではできなかった
柔軟な地域おこし策

○住⺠が増えることによる
地域の活性化

任期終了後、
約６割が

同じ地域に定住
※H25.6末調査時点

隊員の
約４割は

⼥性

隊員の
約８割が

20歳代と30歳代

地域おこし協⼒隊とは

21年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度

隊員数 89名 257名 413名 617名 978名 1,511名
(1,629名)

団体数 31団体 90団体 147団体 207団体 318団体 444団体

隊員数、取組団体数の推移 ⇒ 隊員数を28年度までに3,000⼈に！

※各年度の特別交付税ベース
※26年度の隊員数のカッコ内は、名称を統⼀する「⽥舎で働き隊」の隊員数（118名）とあわせた隊員数である。

地域おこし協力隊について
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ふるさと納税の拡充について
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１．特例控除額の拡充

地方六団体の要望等を踏まえ、特例控除額の上限を個人住民税所得割の１割から２割に
拡充する。

２．返礼品（特産品）送付について、寄附金控除の趣旨を踏まえた良識ある対応の要請

１とあわせて、ふるさと納税について、当該寄附金が経済的利益の無償の供与であるこ
と、当該寄附金に通常の寄附金控除に加えて特例控除が適用される制度であることを踏ま
え、豊かな地域社会の形成及び住民の福祉の増進に寄与するため、地方団体がふるさと納
税に係る周知、募集等の事務を適切に行うよう、下記のような行為の自粛を地方団体に要
請する。

（通知（技術的助言））

① 募集に際し、対価の提供との誤解を招きかねない行為

・「返礼品の価格」や「返礼品の価格の割合」（寄附額の何％相当など）の表示

② ふるさと納税の趣旨に反するような返礼品（特産品）送付

・ 換金性の高いプリペイドカード等
・ 高額又は寄附額に対し返礼割合の高い返礼品

３．申告手続の簡素化（「ふるさと納税ワンストップ特例」の創設）

確定申告を必要とする現在の仕組みに、税法上の特例を創設し、確定申告不要な給与所
得者等がふるさと納税を行う場合はワンストップで控除を受けられる仕組みを導入する。



２ 本年度改正において、Ⅱの第１の１(2)ア及び第２の１(2)アのとおり特例控除額の控除限度額を引き上げることとしたとこ

ろであるが、ふるさと納税に関する事務の遂行に当たっては、以下の点に留意の上、適切に対処されたいこと。

(1) ふるさと納税について、当該寄附金が経済的利益の無償の供与であること、当該寄附金に通常の寄附金控除に加えて特例

控除が適用される制度であることを踏まえ、豊かな地域社会の形成及び住民の福祉の増進に寄与するため、各地方団体がふ

るさと納税に係る周知、募集等の事務を行う際には、次のように取り扱うこと。
ア 当該寄附金が経済的利益の無償の供与であることを踏まえ、寄附の募集に際し、次に掲げるような、返礼品（特産品）の送付が

対価の提供との誤解を招きかねないような表示により寄附の募集をする行為を行わないようにすること。

・ 「返礼品（特産品）の価格」や「返礼品（特産品）の価格の割合」（寄附額の何％相当など）の表示（各地方団体のホーム

ページや広報媒体等における表示のみでなく、ふるさと納税事業を紹介する事業者等が運営する媒体における表示のための情報

提供を含む。）

イ ふるさと納税は、経済的利益の無償の供与である寄附金を活用して豊かな地域社会の形成及び住民の福祉の増進を推進すること

につき、通常の寄附金控除に加えて特例控除が適用される仕組みであることを踏まえ、次に掲げるようなふるさと納税の趣旨に反

するような返礼品（特産品）を送付する行為を行わないようにすること。

① 換金性の高いプリペイドカード等

② 高額又は寄附額に対し返礼割合の高い返礼品（特産品）

(2) ふるさと納税は、通常の控除に加えて特例控除が適用される仕組みであるが、その適用が、地方団体に対する寄附金額の

全額（2,000円を除く。）について行われるのは、当該寄附が経済的利益の無償の供与として行われており、返礼品（特産

品）の送付がある場合でも、それが寄附の対価としてではなく別途の行為として行われているという事実関係であることが

前提となっているものであるが、その場合においても、当該返礼品（特産品）を受け取った場合の当該経済的利益について

は一時所得に該当するものであること。

(3) 各地方団体においては、上記(1)及び(2)を踏まえ、返礼品（特産品）の送付等、ふるさと納税に係る周知、募集その他の

事務について、寄附金控除の趣旨を踏まえた良識ある対応を行うこと。また、各都道府県においては、域内市区町村の返礼

品（特産品）送付が寄附金控除の趣旨を踏まえた良識ある対応となるよう、適切な助言・支援を行うこと。

(4) ふるさと納税に関する窓口を明確化するなど、寄附者の利便性の向上に努めること。

(5) 寄附を受ける地方団体は、ふるさと納税の使途（寄附金の使用目的）について、あらかじめ十分な周知を行うなど、当該

団体に係るふるさと納税の目的等が明確に伝わるよう努めること。

(6) 寄附を受けた地方団体においては、寄附者の個人情報を厳格に管理すること。特に、返礼品（特産品）送付に関し外部委

託等を行う際には、外部委託等に伴う個人情報漏えい防止対策を徹底すること。

「地方税法、同法施行令、同法施行規則の改正等について」（平成27年4月1日付総税企第39号）（抜粋）

返礼品（特産品）送付への対応について
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「ふるさと納税ワンストップ特例」の基本的スキーム
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（１） 確定申告を行わない給与所得者等は、個人住民税課税市町村に対するふるさと納税（寄附）の

控除申請を寄附先団体が本人に代わって行うことを要請できることとする。

（確定申告を行う者は、現行どおり、確定申告を通じて控除を受ける。）

（２） 寄附先団体は、必要な事項を寄附者の個人住民税課税市町村に通知する。

（３） 本特例が適用される場合は、個人住民税課税市町村は、翌年度の個人住民税において、所得税

控除分相当額を含めて控除を行う。（確定申告を行った場合と同額が控除される。）

※ 確定申告を行う場合は、原則に戻ることとし、所得税と個人住民税から控除を受ける。

ふるさと納税をした

翌年度分の住民税

の減額

住所地市町村

ふるさと納税者

① ふるさと納税＋ 特例申請書の提出

ワンストップ特例が適用される場合

③
納税者情報やふるさと納税情報
の通知（控除申請の伝達）

②

ふるさと納税先団体

・確定申告が不要な給与所得者等が対象
・5団体以内のふるさと納税の場合

申請書

（注） ・ マイナンバー、マイ・ポータルを活用した簡

素化までの間の特例的な仕組みとして導入

・ ５団体を超える地方団体へのふるさと納税

（寄附）を行う者は、確定申告が必要



・４月５日（日）に全国５２紙（朝刊）（全国紙５紙含む）に掲
載

○ ふるさと納税制度の拡充について新聞広告を掲載

・４月３日に総務省ふるさと納税ポータルサイトを開設

※ 併せて、ふるさと納税専用のフェイスブック、ツイッターを開設

○ ふるさと納税ポータルサイトの開設

ふるさと納税のＰＲの取組状況について
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ＩＣＴ関連事業の取組の現状及び今後の予定について

 経済対策・平成２６年度補正予算に盛り込まれた以下の施策について着実に推進。

○ 平成２７年２月２５日（水）から３月２０日（金）までの約１ヶ月間、提案公募を実施

○ 交付決定先の選定に向けて、外部有識者による評価を実施中

○ 交付決定先を４月中に決定予定

ＩＣＴまち・ひと・しごと創生推進事業

ＩＣＴを活用した街づくりの横展開に取り組む自治体や事業者等の初期投資・継続的な体制整備等にかかる経
費（機器購入、システム構築及び体制整備に向けた協議会開催等に係る費用）の一部を補助

○ 平成２７年３月３１日（火）から提案公募を実施中（５月１５日（金）までの約１ヶ月半）

○ 外部有識者による評価を経て、委託先を６月中に決定予定

ふるさとテレワーク推進事業

地方における企業や雇用の受け皿となるサテライトオフィスや遠隔雇用の環境について、企業の特性や受け入
れ自治体の規模等に応じたモデルケースの設定・検証とともに、教育・医療等の生活に直結するサービスを遠隔
で提供する環境との連携について検証

○ 平成２７年１月１９日（月）から２月６日（金）までの約３週間、提案公募を実施

○ 外部有識者による評価を経て、交付決定先（３４団体）を３月２５日（水）に決定

○ ３月１１日（水）から追加公募を実施中

地域活性化の観点から、地方公共団体等が観光・防災拠点における公衆無線ＬＡＮの整備を行う場合に、その
事業費の一部を補助

観光・防災Ｗｉ－Ｆｉステーション整備事業
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○ 平成２７年３月３０日（月）から提案公募を実施中（４月２８日（火）までの約１ヶ月）

○ 外部有識者による評価を経て、委託先を６月中に決定予定

安全で災害に強い社会を実現するため、Lアラートにおける自治体等による位置情報等の入力支援や、メディ
アによる災害情報の視覚化等の実証、LアラートやG空間情報に対応した自治体防災情報システムの標準仕様
策定に向けた実証を実施

Ｇ空間防災システムとＬアラートの連携推進事業

○ 請負主体の公募に向けて準備中

○ ５月中に事業募集を開始。外部有識者による評価を経て、請負者を６月中を目途に選定予定

地域の魅力を発信する放送コンテンツの海外における継続的な放送を通じて、観光需要の増加や地域産品
の販路開拓等、地域経済活性化に貢献。執行に際しては、関係省庁（総務省・経産省・外務省・観光庁）が密
接に連携し、コンテンツ製作・現地化（字幕付与等）から海外での発信・プロモーションまで、 一体的、総合的か
つ切れ目なく支援を実施

地域経済活性化に資する放送コンテンツ等海外展開支援事業

○ 平成２７年４月から５月上旬に公募を開始

○ 外部有識者による評価を経て、事業を平成２７年５月以降に開始予定

全国の各地域が保有しているコンテンツについて、その内外に向けて多様なメディアを通じた情報発信を可
能とするため、放送と通信の連携技術の活用に係る技術的課題や、運用上の課題を解決するための実証実験
を実施

放送・通信の連携による地域コンテンツ流通促進事業
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政府統計の総合窓口（e-Stat）のAPI機能（※１）や統計GIS機能（※２）の充実・利用拡大、提供する統計データの拡
充や先進化等、オープンデータの高度化を着実に推進。これにより、官民における統計データの活用を高度化さ
せ、新たな付加価値を創造するサービスや革新的な事業の創出などを支援。

また、統計GISにおける小地域分析に特化した機能【jSTAT MAP】の提供や、アプリDe統計（※３）を活用した「ふる
さと自慢」による地域情報の発信など、地域における企業活動や地域振興にも寄与。

今後、データ等の拡充や提供方法の更なる高度化を推進。

※１ 政府統計のポータルサイト「e-Stat」に蓄積された統計データを、機械判読可能な形式で提供する機能。これにより、利用者のホームページに掲載した統計データの自動更新等が可能となる。
※２ 地図上で統計データを表示・分析することを可能とする機能。 ※３ 身近な政府統計データを提供するスマートフォン・タブレット端末対応アプリ
※４ Linked Open Dataの略。誰でも利用可能な全てのデータ同士をリンクさせたもの。これにより、これまで存在を把握していなかったデータであっても、漏れなく１回の検索で取得することが可能となる。

API機能の提供

平成26年10月30日から統計情報データベースに登録している57統計について
API機能によるデータ提供を実施中。

統計情報データベースのデータ拡充を平成27年度に実施。

LOD （※４）のデータ提供の検討

オープンデータの国際的
な評価指標である
「５スターオープンデータ」の
公開レベルが最高ランクで
あるLODで統計データ提供
の検討を27年度に実施。

API機能を活用した統計情報提供アプリ「アプリDe統計」を提供。
8県378市区町村（平成27年4月１日現在）の地域情報を発信する

「ふるさと自慢」も掲載。随時、掲載県・市区町村を拡大し、情報を更新。

最上位レベルへ
「アプリDe統計」の提供

現在のe-Stat
での提供

ｊSTAT MAPの提供

平成27年1月20日から統計GISにおける
小地域分析に特化した機能【jSTAT MAP】を提供中。

統計オープンデータの高度化について
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○ 「消防団を中核とした地域防災力の充実強化に関する法律」を踏まえ、地域住民の安心・安全の確保に
大きな役割を果たす消防団等について、消防団員の確保、装備や教育訓練の充実、自主防災組織等との
連携強化を推進。

○ 今後想定される南海トラフ巨大地震や大規模土砂災害等への対応の必要性及び東日本大震災の教訓を
踏まえ、地域防災の中核である消防団の充実強化を図ることが喫緊の課題であることから、消防団員の災害対

応能力の更なる向上を図り、地域防災力の一層の強化を推進。

① 消防団への若者・女性等の加入促進
○消防団を中核とした地域防災力の向上のため、女性や若者を始め

幅広い層の消防団への加入促進を図るためのモデル事業を実施
（全国２５箇所程度）

○「地域防災力充実強化大会」として、国民各界・各層の参画によ
る大会を東西で開催

○ 消防団員の確保推進等に必要な知識や経験を有する者を「消防
団員確保アドバイザー」として認定の上、地方公共団体の要請に
基づいて派遣し、消防団員の確保等に向けた具体的な方策等をア
ドバイスする

② 消防団の装備・訓練の充実強化
○南海トラフ巨大地震や土砂災害等の大規模災害に備えるため、被

害が想定される関係府県の消防学校に対して、救助資機材を搭載
した消防ポンプ自動車を整備し、地域の防災力の向上を推進

投光器

※写真はイメージ

③ 自主防災組織等の充実強化
○自主防災組織に資機材を無償貸付し、消防団と連携した地域防災

リーダーの育成等により、自主防災組織等を活性化するとともに、
地域防災拠点を整備し、地域防災力を向上

油圧カッターチェーンソー

エンジンカッター

地域防災拠点施設

女性消防団員数の推移

消防団を中核とした地域防災力の充実強化
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消防団員の確保に向けた広報ポスター
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